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第１編 総則 

 第１章 通則 

（趣旨） 

第１条 この要領は、札幌市水道局会計規程(昭和42年水道局規程第14号。以下「会計規程」とい

う。）、札幌市水道局契約規程（平成４年水道局規程第９号。以下「契約規程」という。）、札幌市水

道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成７年水道局規程第11号。以下「特

例規程」という。）に基づき、物品に係る契約、検査、売払い、出納、保管等の事務の処理及び役

務（札幌市水道局工事施行規程の適用対象を除く。以下同じ。）に係る契約の事務の処理について

必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 契約締結専決権者 札幌市水道局事務専決規程に業務委託（設計等を除く。）及び物品購

入等の契約の締結に関する専決事項として規定されている、管理者、部長等、及び課長等をい

う。 

(2) 各課長 会計規程第３条第８号に規定する各課長をいう。 

(3) 執行伺 調達を予定する案件の決定に用いる伺書をいう。 

(4) 契約締結伺 調達契約（物品の購入等又は役務契約の調達のため締結される契約をいう。

以下同じ。）の内容、調達の手続き及び方法、契約内容、契約の相手方の決定に至るまでの事

務並びに決定した契約予定者と契約を締結することについて、契約条件その他必要な事項を

記載した文書を添付して、契約締結専決権者まで伺うことをいう。 

(5) 仕様書 調達内容を詳細に記した文書をいう。 

(6) 告示 札幌市公告式条例第４条に規定される公告をいう。 

(7) 公告 告示以外の方法により、一般に公表し周知することをいう。 

 (8) 入札説明書 競争入札に参加しようとする者に対し、交付する文書をいう。 

(9) 入札執行者 総務課長又は総務課長が指名する係長（これに準ずる者を含む。）をいう。 

(10) 長期継続契約 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の３及び札幌市長期継続契約

を締結することができる契約を定める条例（平成17年10月４日条例第39号。以下「長期継続

契約条例」という。）に規定する、複数年度にわたる契約をいう。 

(11) 企画競争 複数の者から提出を受けた実施方針・体制等に関する提案書類の良否を審査

し、提案能力の優れた者を選ぶ方式（プロポーザル方式）及び複数の者から提出を受けた設



計案の良否を審査し、優れた設計案を選ぶ方式（コンペ方式）をいう。 

(12) 決定権者 管理者及び物品購入若しくは借受けの依頼又は製造請負若しくは業務委託の

決定の専決権者をいう。 

(13)  特定調達契約 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令

（平成７年政令第372号）の適用を受ける調達契約をいう。 

２ 物品の購入等に係る次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 物品 会計規程第81条に規定する物品並びに第104条の２に規定する借受品並びに第105条

に規定する固定資産のうち機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品並びに小修繕（修繕

工事にいたらないもの。以下同じ。）の際の建物及び構築物（給配水管を除く。以下同じ。）をい

う。 

(2) 購入等 購入、製造の請負（工事の請負の例に準じて行う電気、機械、計装等の設備の製造

の請負を除く。以下同じ。）、借受け修繕（改造を含む。以下同じ。）をいう。 

(3) 総務課購入等 会計規程第87条第１項又は第２項（第104条の５又は第115条において準用

する場合及び第106条の規定による固定資産の管理上必要な小修繕を含む。）の規定により各課

長が総務課長に請求して行う物品の購入等をいう。 

(4) 直接購入等 会計規程第87条の２（第104条の５又は第115条において準用する場合及び第

106条の規定による固定資産の管理上必要な小修繕を含む。）の規定により各課長が自ら行う物品

の購入等をいう。 

(5) 直接購入物品 直接購入等を行うことができる物品をいう。 

(6) リース契約 長期継続契約による物品の借受けをいう。 

３ 電子入札に係る次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 電子入札システム 水道局が入札に係る事務処理を、インターネットを利用して行う情報処

理のシステムをいい、（一財）日本建設情報総合センター及び（一財）港湾空港総合技術センタ

ーが提供する電子入札コアシステムを水道局用に改良したシステムと、これと連携して入札関係

情報を公表する入札情報サービスシステム（PPI）とで構成されたシステムの総称をいう。 

 (2) 電子入札案件 電子入札システムにより、処理する契約案件をいう。 

 (3) ＩＣカード 電子入札システムで利用を許可した、電子入札コアシステムに対応した認証局

が発行した電子証明書を格納したカードをいう。 

 (4) ＩＤ・パスワード 電子入札システムで利用する、札幌市競争入札参加資格者に付与された

ＩＤとパスワードをいう。 

 (5) 紙入札 電子入札案件で書面による入札参加の申し込みや入札（見積）書を提出する手続を

いう。 

 (6) 紙入札書等 電子入札案件で書面により提出される入札書又は見積書をいう。 

第２章 契約の方法 

  第１節 一般競争入札 

（入札参加資格） 

第３条 一般競争入札に参加することができる者（以下「参加者」という。）は、札幌市水道局競争

入札参加資格審査等取扱要領（以下「審査要領」という。）第８条第１項に規定する札幌市競争入

札参加資格者名簿（物品・役務）に登録されている者（以下「参加資格者」という。）のうち、次

に掲げる条件に該当しない者とする。 

ただし、同一の入札において、事業協同組合等の組合と当該組合員とが同時に参加することがで

きないものとする。 

(1) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開

始の申立てがなされている者（手続開始決定後の者は除く。）等経営状況が著しく不健全な者。 



(2) 札幌市水道局競争入札参加停止等措置要領（平成14年５月８日水道事業管理者（以下「管理

者」という。）決裁）に基づく参加停止措置を受けている者。 

（資格審査委員会） 

第４条 一般競争入札を行うに当たっては、札幌市水道局物品・役務一般競争入札参加資格審査委員

会（以下「資格審査委員会」という。）を置くものとする。 

２ 資格審査委員会の構成は、契約の種類及び区分に応じて、別表１に定めるところによる。 

３ 前項に定めるもののほか、資格審査委員会の組織及び運営に関する事項は、それぞれ資格審査委

員会の委員長が別に定める。 

４ 前条に規定するもののほか、資格審査委員会は、入札ごとの参加資格（以下「参加条件」という。）

の案を定める。 

５ 前項の規定にかかわらず資格審査委員会は、同種の調達が予定される場合においては、あらかじ

め共通する参加条件の案を定めておくことができる。 

６ 前項の規定に基づき共通する参加条件の案を定めた場合において、他の参加条件を必要としない

ときは、入札ごとの資格審査委員会を省略することができる。 

７ 契約締結伺には、第４項又は第５項により定められた案に基づき作成された一般競争入札参加資

格条件等調書を添付し、契約締結専決権者まで決裁を受けるものとする。 

（予定価格調書の作成） 

第５条 契約締結専決権者は、契約規程第７条の規定に基づき予定価格を決定したときは、予定価格

調書を作成し、記名及び押印のうえこれを封書とし、封印する。 

２ 予定価格を定める場合には、円未満の端数を切り捨てるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、予定価格を単価により定める場合には、円未満の端数整理を行わない。

ただし、契約締結専決権者が契約の性質又は予定数量等により必要があると認めるときは、一定単

位未満の端数金額を切り捨てることができる。 

４ 第１項の予定価格調書は、入札執行までの間、入札執行者が保管する。 

５ 予定価格は、落札決定後においても公表してはならない。ただし、管理者が特に必要があると認

めるときは、この限りでない。 

 （告示） 

第６条 契約締結専決権者は、契約規程第４条の規定により、必要な事項を告示するとともに、適当

な方法により公告しなければならない。 

 （入札保証金の免除） 

第７条 契約規程第６条の規定により入札保証金を免除するときは、前条に定める告示にその旨を記

載するものとする。 

（入札説明書の交付） 

第８条 一般競争入札に参加を希望する者に対しては、入札説明書を交付するものとし、その交付方

法は、第６条（告示）に規定する告示に明記するものとする。 

２ 前項の入札説明書には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、入札及び契約に必要な書式

等を添付するものとする。 

 (1) 告示で明らかにする事項 

 (2) 入札書の提出方法 

(3) 調達内容の仕様、その他の詳細及びその入手方法 

(4) 開札に立ち会う者に関する事項 

(5) 契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地 

(6) 第３条及び第４条に関する留意事項 

(7) その他必要な事項 

 （入札参加資格の事後審査） 



第９条 入札参加資格の確認を開札後に行うことが適当であると認められるときは、入札告示に資格

の確認を開札後に行う旨を明記することにより、開札後に資格確認することができる。 

 （入札の補助者等） 

第10条 入札執行者は、所属職員のうちから入札事務を補助する者を指名することができる。 

２ 契約規程第９条第６項の入札の立会人は、課長が指名する係長又はその所属職員とする。 

（入札書の提出方法） 

第 11 条 入札執行者は、入札説明書に記載された方法以外で提出された入札書にあっては、原則、

これを受理又は有効としないものとする。 

 （開札） 

第 12 条 入札執行者は、入札告示に示された方法により提出された入札書を、入札告示に示した日

時及び場所において、当該入札者(入札書を送付した者を除く。)を立ち会わせて、開札するものと

する。ただし、電子入札により行う開札にあっては、この限りでない。 

２ 入札執行者は、前項の規定に基づき開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入

札がないときは、直ちに、再度の入札を行うものとする。この場合において、再度の入札は、２回

まで行うことができる。 

３ 第９条の規定に基づく入札の開札については、前２項の規定によるほか、次に定めるところによ

り行うものとする。 

(1) 入札執行者は、開札後、予定価格の制限の範囲内の入札を行った者（以下「落札候補者」と

いう。）があったときは、落札を保留し、最低又は最高の価格の入札者から順に入札告示に示す

入札参加資格の審査を行い、その結果に基づき落札を決定する旨宣言し、開札を終了する。 

 (2) 入札執行者は、落札候補者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、地方自治

法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の９の規定を準用し、くじ

により入札参加資格の審査の順番を決定するものとする。 

 (3) 入札執行者は、予定価格の範囲内の者のうち、入札参加資格の審査の結果、落札者となる者

がなかったときは、再度の入札を行うものとする。この場合において、第２項に規定する再度入

札を含め、２回まで行うことができる。 

 (4) 入札執行者は、前号に規定する再度入札について、第２号の規定に基づき入札参加資格の審

査対象となった者を、再度入札に参加させないものとする。 

 （入札参加資格審査に係る書類の提出） 

第 13 条 入札執行者は、前条第３項第１号の規定に基づき落札を保留したときは、速やかに落札候

補者へ通知し、入札告示に示す入札参加資格の審査に係る書類（以下「審査書類」という。）の提

出を求めなければならない。この場合において、審査書類は、その性質上、日時を要するもの等特

にやむを得ないものを除き、前段の通知をした日の翌日から起算して３日（札幌市の休日を定める

条例に定める休日を除く。以下「休日」という。）以内に提出させるものとする。 

２ 入札執行者は、審査書類のうち本書を要件とするものでやむを得ないと認めるときは、前項の規

定にかかわらず、ファクシミリ等による写しに代えることができる。この場合において、本書は、

提出期限日の翌日から起算して２日（休日を除く。）以内に提出させなければならない。 

３ 入札執行者は、落札候補者が、前項に規定する提出期限内に審査書類を提出しなかったとき、又

は入札参加資格確認のための指示に応じないときは、当該落札候補者のした入札を無効とする。 

（入札参加資格の審査）  

第 14 条 入札執行者は、落札候補者から提出された審査書類により、入札参加資格の審査を、特別

な場合を除き審査書類が提出された日の翌日から起算して２日（休日を除く。）以内に終わらせる

ものとする。 

２ 入札執行者は、前項に規定する審査にあたり、必要に応じて審査書類に関し、落札候補者に問合

せることができる。この場合において、次に掲げる事由が認められる審査書類で、再度の提出によ



り参加資格が認められると判断できるものにあっては、２日（休日を除く。）以内の期限を定めて、

落札候補者に再度審査書類の提出を求めることができる。 

 (1) 明らかに錯誤が認められるもので簡易に訂正可能なもの 

 (2) 不明確な表示が認められるもので、簡易に明確な表示に修正可能なもの 

３ 入札執行者は、第１項の規定による審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有しないと判断し

たときは、当該落札候補者のした入札を無効とし、その旨を落札候補者へ通知しなければならない。 

４ 入札執行者は、前項の規定により落札候補者のした入札を無効としたときは、第 12 条(開札)第

３項第１号及び第２号に基づく次順位者を落札候補者とし、第 13 条（入札参加資格審査に係る書

類の提出）の規定に基づき審査書類の提出を求めなければならない。 

（落札者の決定） 

第 15 条 入札執行者は、開札の結果、落札者を決定したときは、その場において直ちに当該落札者

を発表するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条の規定による審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有するこ

とが確認できたときは、当該落札候補者を落札者として決定し、直ちにその旨を当該落札者に通知

するものとする。 

３ 入札執行者は、落札決定後、直ちに開札した結果を入札執行調書（以下「執行調書」という。）

により公表しなければならない。 

４ 契約規程第 12 条の規定による落札者の決定の通知は、第２項に定める場合及び入札書を送付し

た入札者が落札した場合を除き、前項の執行調書公表をもって代えることができる。 

（入札の中止等） 

第16条 契約締結専決権者は、次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、契約規程第10条の規

定に基づき当該入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。 

(1) 不正な入札が行われるおそれがあるとき 

(2) 調達を取りやめたとき 

(3) 調達内容の特質等に不備があったとき 

(4) その他、入札を延期し、中止し、又は取り消すことに合理的理由があるとき 

２ 契約締結専決権者は、前項の規定に基づき入札を延期し、中止し、又は取り消したときは、その

旨を告示するとともに、適切な方法により公告しなければならない。 

第２節 指名競争入札 

（指名競争入札の参加者） 

第17条 指名競争入札の参加者については、参加資格者の中から指名しなければならない。 

（被指名者選考委員会） 

第 18 条 指名競争入札の参加者の選考を行うため、被指名者選考委員会（以下「指名委員会」とい

う。）を置く。 

２ 指名委員会は、資格審査委員会の委員をもって構成するものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、指名委員会の組織及び運営に関する事項は、それぞれ指名委員会の委

員長が別に定める。 

４ 第２項の規定にかかわらず、委託しようとする業務の性質上、特に必要があると認められるとき

は、札幌市水道局工事等被指名者選考委員会において選考することができる。 

 （指名競争入札参加者選考調書の作成） 

第 19 条 指名委員会が指名競争入札の参加者の案を策定したときは、委員長は、指名競争入札参加

者選考調書を作成し、記名及び押印をする。 

２ 第15条第３項の規定は、前項の指名競争入札参加選考調書の公表について準用する。 

 （指名の通知） 

第20条 契約規程第17条の規定による指名の通知は、契約締結伺で契約締結専決権者の決裁を受け



た後、指名通知書により行うものとする。指名通知書には、仕様書、契約条項、入札書その他入札

及び契約に必要な文書を添付するものとする。 

 （準用規定） 

第21条 第５条、第７条、第10条、第11条、第12条第１項及び第２項､第15条及び第16条の規

定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において､第７条中「前条に定める告示」、

第11条中「入札説明書」及び第12条第１項中「入札告示」とあるのは、それぞれ「指名通知書」

と読み替えるものとする。 

   第３節 随意契約 

（予定価格の決定） 

第22条 随意契約における予定価格の決定は、第５条(予定価格調書の作成)の例による。 

（公開見積合せ） 

第23条 公開見積合せの手続は、総務課長が別に定める。 

 （指名見積合せ） 

第 24 条 指名見積合せは、伺書（総務課購入等の場合にあっては契約締結伺を、直接購入等の場合

にあっては執行伺をいう。）に必要事項を記載し、関係書類を添付して契約締結専決権者の決裁を

受けたうえで、次に定めるところにより行うものとする。 

(1) 参加資格者の中から３人以上（参加資格者が３人に満たないときは、その全員）を指名し、

第20条の規定に準じてあらかじめ通知したうえ、これらの者から見積書を徴する。 

(2) 送付による見積書の提出を認める場合は、その旨を前号の通知に記載しておくものとする。

この場合における見積書の提出は、一般競争入札の例による。 

(3)  契約の相手方の決定については、最低又は最高の価格を提示した者とする。ただし、その者

が提示した価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあ

ると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるお

それがあって著しく不適当であると認められるときは、その旨をあらかじめ参加者に通知してい

る場合に限り、その者を契約の相手方として決定せず、他の者のうち、最も有利な価格を提示し

た者を契約の相手方として決定することができる。 

(4) 指名見積合せの執行の手順については、一般競争入札の例による。 

（見積参加者の選考の特例） 

第25条 地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号。以下「公企令」という。）第21条の13

第１項第３号又は第４号の規定による随意契約の見積参加者の選考については、当該伺書にその者

を選考する理由を明記しておくものとする。この場合において、特に必要と認める場合は、見積参

加者の選考を参加資格者以外の者から行うことができる。 

 （特定者を相手方とする随意契約） 

第 26 条 特定者から見積書を徴する場合には、当該見積書を特定者から徴する理由を伺書等に記載

するものとする。 

２ 参加資格者以外の特定者から見積書を徴する場合は、その者の資格を十分調査し、原則、申出書

を徴するとともに、その者を選定する理由及び参加資格者でない旨を明記するものとする。 

３ 予定価格が 10 万円未満の調達において、近隣の店舗より速やかに調達する必要があるとの理由

があり、参加資格者以外の特定者から見積書を徴するときは、前項の規定にかかわらず、申出書の

提出を省略することができる。 

３ 契約締結後、その結果の公表については、別に定めがあるものを除き、一般競争入札の例による。 

第３章 長期継続契約 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第27条 長期継続契約条例第２条第１号に規定する契約（以下「リース契約」という。）は、商事に

関する事実上の慣行又は事実たる習慣により物品を借受ける期間が３年以上の契約を締結するこ



とが一般的となっているものをいう。この場合において、当該物品を借受ける期間（以下「リース

期間」という。）は、原則として、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第

15号）で定める耐用年数の70％（3年未満の場合は3年とする。）から120％の範囲内で設定する

ものとする。 

２ 長期継続契約条例第２条第２号に規定する契約は、年間を通じて日常的に役務の提供を受ける必

要がある契約であって、その給付が毎月一定の額（単価契約の場合にあっては業務量に応じた額）

であるもののうち、次の各号に掲げるものの区分に応じ、その履行期間が当該各号で定める期間内

であるものをいう。ただし、第１号で定める期間により難いときは、初期投資に係る物品について、

前項で定める期間を限度とすることができる。 

 (1)  契約の履行に当たり、多額の初期投資が必要なものであって、その初期投資に要した経費の

単年度での回収が困難であるもの ５年 

 (2)  障がい者福祉施設等の社会福祉施設において、利用者と日常的に接するものであって、利用

者の利便等、施設の趣旨又は目的により、複数年度にわたり契約を締結しなければ、安定的な

役務の提供の確保に支障を来たすもの ３年 

 (3)  契約者が技術の習得及び訓練に一定の期間を要するものであって、業務の性質上複数年度に

わたり契約を締結しなければ、安定的な役務の提供の確保に支障を来たすもの ３年 

 (4) その他複数年度にわたる契約を締結しなければ安定的な役務の提供の確保に支障を来たすも

の ３年 

 （事前協議） 

第 28 条 長期継続契約を行う場合は、次に掲げる場合を除き、総務部長まで事前に執行伺等により

協議するものとする。ただし、総務部長が別途、協議の省略について通知したものを除く。 

(1) リース契約のうちリース期間が前条第１項に定める範囲内のもの 

(2) 前条第２項に該当する契約のうち履行期間が５年の建物（国土交通省が定める建築保全業務

積算基準に基づく保全業務を委託して行う施設を含む。以下同じ。）の機械警備業務 

(3) 前条第２項に該当する契約のうち履行期間が３年の次に掲げる業務 

ア 建物の清掃業務 

イ 建物の警備業務（建物の機械警備業務を除く。） 

ウ 建物のボイラー等設備運転・監視業務（業務従事者が常駐して行うものに限る。） 

エ 電話交換業務 

（契約書における解除条項） 

第 29 条 長期継続契約を行う場合は、契約書に、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、

当該契約に係る歳出予算の削除又は減額があったときは、契約が解除できる旨を定めるものとする。 

  第４章 契約の締結 

（契約保証金の免除） 

第30条 契約規程第25条の規定により契約保証金の納付を免除するときは、その旨契約書に明記し、

又は契約者に通知するものとする。 

 （契約の締結） 

第31条 契約の締結は、契約書により行う。 

 （契約書等） 

第32条 契約規程第23条第２項の規定により契約書等に記載すべき事項のうち、契約金額の記載方

法は、別表２に定める例による。 

２ 契約担当者は、契約締結後、その結果を契約締結報告書（契約締結報告兼検査報告書を含む）

に記載のうえ、入札書、見積書、契約書等その他関係書類を添付して所属の課長まで報告するも

のとする。 



3 前項の規定にかかわらず、直接購入等の場合において、次のいずれかに該当するときは、契約

締結報告を省略することができる。 

(1)  予定価格が10万円未満の契約を締結したとき。 

 (2) 第49条各号に掲げる物品を購入したとき。 

  第５章 契約の履行 

 （検査） 

第 33 条 契約の相手方より、物品の納入又は契約の履行の完了について報告等があったときは、速

やかに検査を行うものとする。 

  第６章 契約の解除 

 （契約の解除の報告） 

第 34 条 各課長は、契約を解除する必要があると認めるときは、契約解除に関する申立書により総

務課長と協議するものとする。 

第７章 補則 

（適用除外） 

第35条 第8条、第15条第４項、第17条、第20条、第23条、第24条、第25条及び第26条第2

項の規定は、特定調達契約には適用しない。 



第２編 物品購入等契約事務 

第１章 契約事務の事前手続 

（直接購入物品の指定） 

第36条 直接購入物品は、別表３のとおりとする。 

（購入等計画書の提出） 

第37条 各課長は、次の各号の一に該当するものについて購入等の請求を行う予定がある場合は、

各年度の予算の議決後速やかに、購入等計画書を総務課長に提出するものとする。 

(1) 支出予定金額が8,000万円以上の購入又は５億円以上の製造の請負(単価契約物品の購

入は含まない。) 

(2) 前号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認めたもの 

（執行伺等の添付書類） 

第38条 執行伺には、次に掲げる書類のうち必要なものを添付する。 

(1) 内訳書、仕様書、設計図、製作図、型見本等 

(2) 官公庁、公益法人等がその事業目的を達成するためにあっ旋する物品の購入等にあっては、

その主旨を記載した文書又はその写し 

(3) 第39条に規定する機種特定理由書又は業者特定理由書 

 （機種等の特定） 

第39条 各課長は、物品の購入等を請求する場合にあっては、当該物品を１つの機種又は製品名

（以下「機種等」という。以下この条において同じ。）に特定することはできないものとする。

ただし、特に事務事業の必要があるときは、この限りではない。 

２ 総務課購入等で前項ただし書の規定によりやむを得ず１つの機種等に特定する場合において

は、機種特定理由書により決定権者（決定権者が管理者の場合にあっては「各部長」）まで決裁

を受けるものとする。 

３ 総務課購入等で機種等を特定することにより特定者から見積書を徴取して契約を行う必要が

ある場合は、前条に規定する業者特定理由書に機種特定理由を記載することにより、機種特定

理由書の作成を省略することができる。 

４ 各課長は、特定者から見積書を徴取して契約を行う必要があると認めるときは、業者特定理

由書を作成し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものまで協議するも

のとする。ただし、総務部長が別に定めるものにあっては、事前協議を省略することができる。 

(1) 支出予定金額が300万円以上のもの 総務部長 

 (2) 支出予定金額が10万円以上 300万円未満のもの 総務課長 

５ 第１項ただし書の規定によりやむを得ず機種を特定する場合で、支出予定金額が10万円未満の

ときは、執行伺に機種特定理由書を添付又は特定理由を付記するものとする。 

第２章 契約の方法 

第１節 一般競争入札 

（物品購入等で一般競争入札による場合の予定価格の額） 

第40条 総務課購入等又は不要物品の売払いで、予定価格（単価契約にあっては予定数量を乗じて

得た価格）が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合は、一般競争入札の

方法によるものとする。ただし、公企令第21条の13第１項第２号から第９号までの規定の一に該

当する場合は、この限りでない。 

(1) 物品の購入 160万円 

(2) 物品の製造の請負 250万円 

(3) 物品の借受け 80万円 

(4) 物品の修繕 100万円 

(5) 物品の売払い 50万円 



（物品購入等における入札参加資格） 

第 41 条 第４条（資格審査委員会）第４項により、資格審査委員会において、参加条件として定め

ることができる事項は、次のとおりとする。 

(1) 施行令第167条の５の２の規定に基づく事務所の所在地 

(2) 審査要領第８条第１項の規定に基づく取扱業種 

２ 資格審査委員会において、契約の履行確保から、必要に応じて次に掲げる書類の提出を参加条件

とすることができる。 

(1) 物品の請求課において確認した同等品確認書又は規格確認書 

(2) 製造者等が発行する物品若しくは素材に係る出荷引受書又は品質保証書 

(3) 契約の履行に必要な許可、承諾又は届出書の写し 

(4) 製造の請負の場合で、契約の履行に必要な設備機器を保有している又は使用できることを証

する書類 

(5) その他管理者が認めたもの 

第２節 指名競争入札 

（物品購入等で指名競争入札による場合の予定価格の額） 

第42条 第40条（物品購入等で一般競争入札による場合の予定価格の額）各号に掲げる区分に応じ

当該各号に定める金額を超える場合で、施行令第167条各号に該当する場合は指名競争入札の方法

によることができる。ただし、公企令第21条の13第１項第２号から第９号までの規定の一に該当

する場合は、この限りでない。 

（物品購入等の指名競争入札の参加者数） 

第43条 指名競争入札の参加者の数は、予定価格の額の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める

ところによる。 

(1)                   300万円未満    3 人以上 

(2)   300万円以上  1,000万円未満  5 人以上 

(3)  1,000万円以上  3,000万円未満  7 人以上 

(4)  3,000万円以上           10 人以上 

２ 前項の規定にかかわらず、参加資格者の数が前項各号に規定する数に満たない場合は、その

全員を指名する。 

 （物品購入等の指名競争入札の参加者の選考） 

第 44 条 指名委員会が指名競争入札の参加者を選考する場合は、審査要領第８条第１項に基づく同

一の取扱業種に属する者の中から選考するものとする。ただし、取扱業種が複数に該当する場合は、

複数の取扱業種のうちいずれかに属する者の中から選考することができる。 

 （物品購入等の指名競争入札の参加者の選考基準） 

第45条 指名競争入札の参加者を選考するときは、次の基準を考慮して行うものとする。 

(1) 過去２年間において官公庁への納入実績を有すること。 

(2) 製作又は販売について官公署の許可等を要する物品に係る指名競争入札であるときは、その

許可等を受けていること。 

(3) 特殊な技術､設備等を要する製造に係る指名競争入札であるときは、当該技術、設備等を有す

ること。 

(4) 定期的な点検等を要する物品に係る指名競争入札であるときは､当該点検等を確実に実施で

きること。 

 (5) その他契約の性質又は目的により特に必要と認められる要件を満たしている者であること。 

第３節 随意契約 

（物品購入等の公開見積合せの範囲）  

第46条 物品購入等の予定価格が第40条（物品購入等で一般競争入札による場合の予定価格の額）



各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額以下の場合は、公開見積合せにより行うことができ

るものとする。なお、公開見積合せを電子入札システムにより行う場合は、予定価格調書の作成を

省略することができる。 

（物品購入等の指名見積合せの範囲） 

第47条 予定価格が第40条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額以下の場合において、次

の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、指名見積合せによることができる。 

(1) 物品の購入等に係る契約の性質又は目的が公開見積合せに適しないとき。 

(2) 参加資格者の数が公開見積合せに付する必要がないと認められる程度に少数であるとき。 

(3) 直接購入等のとき。 

２ 指名見積合せの参加者の選考基準については、第45条(物品購入等の指名競争入札の参加者の選

考基準)の規定を準用する。 

３ 物品の購入及び製造の請負における前項の参加者の選考は、原則として、市内事業者（札幌市競

争入札参加資格者名簿における本店所在地が市内である者をいう。以下同じ。）を指名するものと

する。ただし、調達可能な市内事業者が３者に満たないと認められる場合は、不足する数に相当す

る見積参加者について、市内事業者以外の者を指名する。 

 （物品購入等で特定者から見積書を徴する随意契約） 

第 48 条 前２条の規定にかかわらず、次の表の説明欄に掲げる場合には、特定者から見積書を徴取

して契約の相手方を決定することができる。この場合、その理由を明示するため、伺書に、次の表

に掲げる表示（その他の項に掲げる場合にあっては、当該表示及び該当する公企令の規定）を記載

するものとする。 

表   示 説                明 

小   額 予定価格が10万円未満の物品の購入等を行う場合 

特定販売品 

予定価格が契約規程第 19 条各号に定める金額(直接購入等にあっては、

総務部長が定める額)以下で次のいずれかに該当する物品の購入等を行う

場合 

ア 加除式の法令集等の追録のほか販売が出版元等のみである書籍・定

期刊行物、公共交通機関の乗車券等、販売、修理等を行う者が 1 人に特定

されるとき 

イ 現に履行中の物品の購入等において、当初予期し得なかった事情の

変化等により、既契約者に追加発注することが有利と認められるとき 

ウ 印紙、郵便切手、郵政はがき、たばこ、新聞その他法令若しくは公正

取引委員会の指定により定価販売が義務付けられている物品（以下「定価

販売品」という。）又は官報を購入するとき 

エ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第

54 号）第23 条第１項に規定する公正取引委員会の指定する商品又は同条

第４項に規定する著作物（書籍・雑誌及びレコード盤・音楽用テープ・音

楽用ＣＤ）（以下「再販売価格維持商品」という。）を購入するとき 

オ 一定の政策目的を達成させるため、公企令第 21 条の 13 第 1 項第 3

号に掲げる障害者支援施設等において製作された物品を購入するとき 

カ 一定の政策目的を達成させるため、公企令第 21 条の 13 第 1 項第 3

号に掲げる障害者支援施設等に物品の製造を請け負わせるとき 

キ 一定の政策目的を達成させるため、総務部長が別途通知する物品の

購入等を行うとき 



そ の 他 
上記のほか、公企令第21 条の 13 第１項第２号から第９号までの規定の

一に該当する場合 

２ 企画競争を経て特定者から見積書を徴するときは、第18条及び第19条の規定に準じて見積参加

者選考調書を作成するものとする。 

３ 第１項の規定により特定者から見積書を徴する場合において、物品の購入等の予定価格が次の各

号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に満たないときは、予定価格調書の作成を省略するこ

とができる。 

(1) 物品の購入等（借受けを除く。） 100万円 

(2) 物品の借受け 80万円 

４ 予定価格が10万円未満の物品の購入又は製造の請負、予定価格が30万円未満の再販売維持価格

商品の購入において、第１項の規定により特定者から見積書を徴する際は、次の各号に掲げる場合

を除き、原則として、市内事業者から見積書を徴するものとする。ただし、市内事業者から調達す

ることができないと認められる場合はこの限りでない。 

(1) 一定の政策目的を達成するため、施行令第 167 条の２第１項第３号に掲げる障害者支援施設

等から見積書を徴する場合 

(2) 第49条(第２号及び第３号を除く。)に基づき、見積書の徴取を省略する場合 

(3) 第56条の規定に基づき、非常緊急の事由により物品調達を行う場合 

（物品購入等の見積書徴取の省略） 

第49条 次に掲げる物品の購入等を行うときは、契約規程第21条第１項ただし書きの規定により見

積書の徴取を省略することができる。この場合においては、予定価格調書の作成を省略することが

できる。 

 (1) 定価販売品、官報、加除式の法令集等の追録のほか販売が出版元等のみである書籍・定期刊行

物又は公共交通機関の乗車券 

(2) 予定価格が30 万円未満の再販売価格維持商品（前号に該当するものを除く。） 

(3) 予定価格が10 万円未満のプリペイドカード又は商品券 

 (4) 官公庁、公益法人等がその事業目的を達成するためにあっ旋する物品 

(5) 前４号に掲げるもののほか、総務部長が指定する物品 

 

第３章 単価契約 

（単価契約） 

第 50 条 単価契約は、契約規程第７条第２項ただし書きに規定する場合において、総務課長が必要

と認めるときに行う。 

 （単価契約の締結の手続） 

第 51 条 課長等は、単価契約により物品の購入等をしようとするときは、総務課長に当該物品の購

入等に係る単価契約の締結を依頼するものとする。 

２ 総務課長は、前項の規定による依頼を受けた場合において必要があると認めるときは、当該依頼

に係る物品の購入等の単価契約を締結するとともに、当該依頼をした課長等にその結果を通知する

ものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、単価契約に関する手続等については、総務課長が別に定める。 

第４章 契約の締結 

（物品購入等の契約の締結） 

第52条 第31条（契約の締結）の規定にかかわらず、契約金額が次の各号に掲げる区分に応じ当該

各号に定める金額以下の物品の購入等（リース契約を除く。）又は単価契約を締結した物品の購入

等に係る契約を締結するときは、請書によることができる。 



 (1) 物品の購入又は修繕 100万円 

(2) 物品の製造の請負 250万円 

(3) 物品の借受け 80万円 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合にあっては、契約書及び請書の作成を省

略することができる。 

(1) 物品の購入等（リース契約を除く。）にかかる契約金額が50万円以下（参加資格者以外の者

を契約者とするときは、10万円未満）の場合 

(2) 物品の購入等（借受けを除く。）にかかる契約金額が前項第１号又は第２号に掲げる区分に応

じこれらの規定に定める金額以下の場合であって、契約者の履行が発注日から起算して３日以内

に完了すると認められるとき。 

(3) 第49条（物品購入等の見積書徴取の省略）各号に掲げる物品の購入等をするとき。 

（物品購入等の契約書及び請書） 

第 53 条 契約の締結日は、契約書による場合にあっては当該契約書にその取り交わした日として記

載された日とし、請書による場合にあっては発注の意思表示が相手方に到達した日とするものとす

る。 

２ 契約書を取り交わしたとき、又は請書を徴したときは、これらの書類をその課の課長等まで供覧

するものとする。 

（契約書における特約条項等） 

第 54 条 リース契約を締結するときは、リース期間満了後における当該リース契約に基づき借受け

た物品（以下「リース物品」という。）を買取り、又は当該リース物品を再度借受けること（以下

「再リース」という。）があらかじめ想定されるときは、当該買取り又は再リースについて当事者

は協議をすることができる旨を契約書に明記するものとする。 

２ 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、リース期間満了後におけるリース物品の買取り

を行うことができる。 

(1) リース物品が個人情報を取り扱う電子計算機等であって、当該個人情報保護の観点から自ら

当該リース物品を廃棄する必要があるとき、又はリース物品がリース期間満了後も十分使用に

耐えることができ、業務上当該リース物品の買取りを行って使用する必要がある場合であって、

次項の再リースを行う場合よりも経済的に有利であるとき。 

(2) 予定価格から消費税及び地方消費税の額に相当する額を控除して得た額（以下「入札書等比

較価格」という。）が次のいずれか低い額を超えないとき。 

ア (契約月額から消費税及び地方消費税の額に相当する額を控除して得た額（以下「本体価格」

という。）／リース料率)×100 分の５ 

イ 本体価格×２ 

３ 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、再リースを行うことができる。 

(1)  リース物品がリース期間満了後も十分使用に耐えることができ、業務上再リースを行って使

用する必要がある場合であって、前項の買取りを行う場合よりも経済的に有利であるとき。 

(2)  入札書等比較価格を一年間に換算した額が、前項第２号イの額を超えないとき。 

４ 前項の再リースに係る契約（以下「再リース契約」という。）に基づく物品の借受け期間（以下

「再リース期間」という。）が翌年度以降の会計年度にわたるときは、当該会計年度毎に契約しな

ければならない。 

５ 再リース期間満了後において次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当事者の協議に基づ

き更に再リースを行うことができる。当該再リース期間満了後においても同様とする。 

(1) 再リース契約に基づき借受けた物品（以下「再リース物品」という。）が再リース期間満了後

も十分使用に耐えることができ、更に再リースを受けて使用する必要があると認められる特段

の事由のあるとき。 



(2) 再リース契約に基づく本体価格の総額に、入札書等比較価格を更に再リースを行う期間に換

算した額を加えた額が、第２項第２号アの額を超えないとき。 

６ 第４項の規定は、前項により再リースを行う場合に準用する。 

７ 第４項（第６項において準用する場合を含む。）に規定する再リース期間満了後は、原則、当該

再リース物品を買取ることができない。 

８ 第１項による協議に基づき、リース物品を買取ることとしたときは、直接購入等の手続に準じて

行うものとする。 

 （執行伺の送付） 

第 55 条 総務課購入等に係る契約を締結したときは、総務課において当該契約に係る執行伺及び契

約締結伺に関係書類を添付して当該総務課購入等に係る請求をした課等に送付する。 

 （非常緊急の事情による物品の購入等） 

第56条 物品購入等（役務を含む）における非常緊急の事由は別表４のとおりとする。 

２ 前項に規定する事由がある場合には、次に定めるところにより契約を締結することができる。こ

の場合、予定価格調書の作成を省略することができる。 

 (1) 見積書の徴取を省略し、緊急購入（修繕）の伺により契約締結専決権者の決裁を受けて契約

を締結することができる。 

 (2) 前号の場合において、夜間、休日等のため所定の決裁を受けることができないときは、電話

その他の通信手段による契約締結専決権者の承認をもって当該決裁に代えることができる。こ

の場合には、契約締結専決権者の在庁の際、前号の伺に当該承認に係る事情を記載して、直ち

にその決裁を受けなければならない。 

 (3) 前２号の規定により契約を締結した場合(第52条第２項に該当する場合を除く。)は、速や

かに、請書を作成するものとする。 

第５章 契約の履行の検査 

 （総務部長が指定した直払品） 

第57条 会計規程第88条第１項前段に規定する総務部長が指定した直払品とは、水道工事材料とし

て購入する直払品で直接給配水に使用するもののうち、構造上技術検査を要しないもので材料企業

出納員が特に必要と認めたものをいう。 

 （総務部長が指定した固定資産） 

第58条 会計規程第115条に規定する総務部長が指定した固定資産とは、固定資産のうち緊急用水

道資材又は車両運搬具をいう。 

 （検査員） 

第59条 会計規程第88条第２項後段（第104条の５及び第115条において準用する場合を含む。）

の規定により、各課長が特別な事情があると認める場合に指定する検査員は、原則として所属の係

長等の中から指定するものとする。 

 （検査の立会い） 

第60条 物品の購入等に係る検査は、各課長が検査員以外の所属職員のうちからその都度立会人と

して指名する者及び契約者又はその代理人の立会いのもとに行わなければならない。ただし、契

約者又はその代理人が立ち会わないときは、不在のまま検査をすることができる。 

２ 前項の場合において、検査に専門知識又は技術を必要とするときは、各課長は、当該専門知識

又は技術を有している者を立会人として指名しなければならない。 

 （検査の時期） 

第61条 検査員は、購入等に係る物品が納入されたときは、速やかに検査を行わなければならない。

ただし、借受品に係る借受期間中の履行検査については、随時行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該納入前に検査を必要をするときは、検査員は、遅滞なくこれを

行わなければならない。 



 （検査の実施） 

第62条 検査員は、契約書、仕様書、設計書等の関係書類に基づき次に掲げる事項について検査を

行い、合格又は不合格の決定をするものとする。 

 (1) 品質、形状、寸法、銘柄等の照合 

 (2) 標本、ひな型、仕様書又は図面等との照合 

 (3) 数量又は計量の照合 

 (4) その他契約条項との照合 

２ 前項各号に掲げる事項に関する検査の基準は、別表５に定めるとおりとする。 

３ 検査員は、検査に際し取付け、試用等の措置をとる必要があると認めるときは、その結果をま

って合格又は不合格の決定をしなければならない。 

４ 検査は、本市職員の勤務時間内に、契約によりあらかじめ指定した場所で行うものとする。た

だし、これにより難い特別の事情があるときは、この限りでない。 

５ 契約者から購入等に係る物品が納入された場合において、検査員が直ちに検査を行うことがで

きないときは、当該検査員が設置されている課所の職員が当該物品を受領することができる。こ

の場合において、当該職員は、当該検査員にその旨を通知するとともに、当該検査員が検査を行

うまでの間、当該物品を保管するものとする。 

６ 前項の規定による通知を受けた検査員は、第60条の定めるところにより検査を行わなければな

らない。 

７ 検査員は、種類及び規格を同じくする多量の物品であって、その全部について品質、形状等の

検査をすることが困難であると認めるものについては、その一部を抽出して当該検査を行うこと

ができる。 

８ 前項の規定により抽出検査を行うときは、物品の仕切りが明確なときは当該明確に区分される

一まとまりを、仕切りが明確でないときは総数量の１割以上を抽出するものとする。ただし、官

公庁の検定済証又はJISマークが表示されている物品にあっては、抽出量を実情に応じて減ずる

ことができる。 

 （検査手続の特例） 

第63条 給水課長（ただし、貯蔵品及び第57条に規定する総務部長が指定した直払品の検収事務

を分担する担当課長が別に置かれているときは、当該担当課長）は、貯蔵品又は第57条に規定す

る総務部長が指定した直払品について、前条に定める手続により検査を行うことが困難であると

認めるときは、別に検査手続の特例を定めることができる。 

 （不合格品の処理） 

第64条 検査員は、検査の結果不合格と認められる物品については、不合格品報告書を作成し、課

長等に報告しなければならない。 

２ 各課長は、前項の規定による報告があったときは、契約者に対して、不合格品通知書により、

適正な措置を命じなければならない。 

３ 各課長は、前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ総務課長と協議するものとする。 

 （遅延の処理） 

第65条 各課長は、検査の結果、契約者の責めに帰する事由により契約の履行が遅延したことを確

認したときは、速やかに納入期限遅延報告書により総務課長に報告しなければならない。 

２ 契約の履行の遅延日数は、納入期限日の翌日から検査に合格した日までの日数から検査に要

した日数を除いた日数とする。 

３ 総務課長は第１項の規定による報告を受けたときは、契約規程第35条に規定する違約金を徴

する旨を、遅滞なく違約金通知書により当該契約者に通知しなければならない。 

４ 前項の規定による通知をするときは、違約金通知書に納入通知書を添付するものとする。 

５ 各課長は、第１項の規定による報告をしたときは、納入期限遅延報告書の写しを検査報告書



に添付しておくものとする。 

 （検査報告） 

第66条 検査員は、検査（借受品に係る借受期間中の履行検査を除く。）を完了したときは、速やか

に当該物品を用品企業出納員又は分任用品企業出納員に引き渡し、課長等に報告しなければならな

い。 

２ 検査員は、借受品に係る借受期間中の履行検査を終了したときは、当該借受期間の満了後（分

割払をする場合にあっては当該支払の対象となるそれぞれの借受期間の満了後）、速やかに課長等

に報告するものとする。 

３ 前２項の規定による検査報告は、次に掲げる様式により行うものとする。 

(1) 借受物品に係る借受期間中の履行検査 借受品履行検査報告書 

(2) 前号に掲げる以外の検査 検査報告書 

 （検査の委託） 

第67条 施行令第 167条の15第４項の規定により本市職員以外の者に物品の購入等の検査を委託

しようとするときは、あらかじめ総務部長まで合議するものとする。 

２ 前項の規定による検査の結果の確認は、検査の委託を受けた者が提出する検査調書等の書類に基

づき、検査員が行うものとする。この場合において、検査員は、前条の規定による検査の報告の例

に準じて、当該書類を添付のうえ当該確認に係る報告を行うものとする。 

第６章 不用物品の売払い 

 （不用物品の売払いに係る一般競争入札） 

第68条 予定価格が50万円を超える不用物品の売払いは、一般競争入札の方法によるものとする。

ただし、公企令第21条の13第１項第２号及び第５号から第９号までの規定の一に該当するときは、

この限りでない。 

２ 前項の売払いに係る一般競争入札の手続については、第41条（物品購入等における入札参加資

格）の規定の例に準じて行うものとする。 

 （不用物品の売払いに係る随意契約） 

第69条 予定価格が50万円以下の不用物品の売払いは、公開見積合せにより行うことができるもの

とする。 

２ 前項の場合には、予定価格調書の作成を省略することができる。 

（特定者から見積書を徴する不用物品の売払い） 

第70条 不用物品を売り払う場合において、公企令第21条の13第１項第２号及び第５号から第９

号までの規定の一に該当するときは、特定の者から見積書を徴することができる。 

２ 前項の規定により特定の者から見積書を徴する場合において、当該売払いの予定価格が50万

円以下のときは、予定価格調書の作成を省略することができる。 

（契約書及び請書の作成） 

第71条 契約金額が50万円を超える不用物品を売り払うときは、契約書により契約を締結する。 

２ 契約金額が50万円以下の不用物品を売払うときは、請書によることができる。ただし、契約者

が代金を即納し、かつ、当該不用物品を直ちに引取るときは、この限りでない。 

第7章 出納及び管理 

 第１節 資産外備品 

（資産外備品の範囲） 

第72条 資産外備品（以下「備品」という。）とは、第２条第２項第１号に規定する物品のうち会計

規程第 81 条に規定する物品で、その性質や形態を変えることなく、おおむね１年以上の耐用年数

をもつもので、購入（取得）価格又は評価額価格（以下「価格等」という。）が５万円以上10万円

未満のものとする。ただし、次の各号に掲げるものは備品とする。 

(1) 図書 価格等が5,000円以上10万円未満 



(2) 加除式の法令集 価格等が10万円未満 

(3) 絵画等美術品  価格等が10万円未満 

第73条 （削除） 

 （備品の保管） 

第74条 会計規程第11条で規定する物品取扱員は、備品については、会計規程第104条に定める資

産外備品整理簿(以下「整理簿」という。)にすべて記載し、保管状況を明らかにし、現品との正確

を期すため、備品整理票をはらなければならない。ただし、備品のうち図書については、印判を押

印し、各課別に管理状況を明らかにした図書台帳を備えることにより、整理簿への記載に代えるこ

とができる。図書の貸出状況については、図書貸出簿に記載しなければならない。 

 （保管責任） 

第75条 各課長は、備品の使用者を会計規程第90条第1項で規定する保管責任者として定め、常に

良好な状態で保管させなければならない。 

２ 備品の使用者が２人以上あるときは、その保管責任者は、各課長が指定する職員とする。 

３ 使用していない備品については、物品取扱員を保管責任者とする。 

 （備品の使用） 

第 76 条 物品取扱員は、備品を職員に使用させるときは、使用者氏名を整理簿に記載し整理しなけ

ればならない。 

 （備品の異動） 

第 77 条 物品取扱員は、その保管する備品に保管転換の必要が生じたときは、資産外備品管理換書

を作成し、これを引継ぎを受ける課に送付して、当該備品を引継がなければならない。 

 （備品の返納） 

第 78 条 備品の使用者は、使用中の備品が不用になったとき、又は使用に耐えなくなったときは、

遅滞なくこれを所管する物品取扱員に返納しなければならない。 

２ 物品取扱員は、退職、休職、転職等により備品が使用されなくなったときは、遅滞なくこれを回

収しなければならない。 

 第２節 借受品 

 （借受品の定義） 

第79条 この要領で「借受品」とは、会計規程第104条の2に規定する局が使用のために保管する

動産（本市の所有する動産を除く。）をいう。 

 （借受品の準用規定） 

第80条 第74条、第75条、第76条の規定は、借受品の出納及び保管について準用する。この場合

において、「資産外備品整理簿」及び「備品整理票」を「借受品受払簿兼使用簿」及び「借受品整

理票」と読み替えるものとする。ただし第74条の規定は、一品目について借受金額が50万円以下

で、かつ、借受期間が３月以下である借受品については、借受品受払簿兼使用簿の記載及び借受品

整理票の貼付けを省略できる。この場合において、１契約で数品目の借受物品を借受けたときにあ

っては、１品目ごとに、その借受金額及び借受期間を判断し、それぞれ当該記載の省略の可否を決

定するものとする。 

 第３節 消耗品 

 （消耗品の定義） 

第81条 この要領で「消耗品」とは、会計規程第81条に規定する物品のうち使用によりその性質又

は形態を変え、若しくはその全部又は一部を消耗し、又は固定資産の構成部分となる直払品をいう。

ただし、備品の性質や形態を備えていても、価格等が５万円未満であれば、消耗品として取り扱う。

なお、次の各号に掲げる物品については、価格等にかかわらず、一律消耗品とする。 

(1) 会計規程第129条第１項の各号に掲げる物品 

(2) 雑誌、定期刊行物等搭載内容の効用を短期間で失うもの 



(3) 物品等の修繕又は物品の取替えに要する部分品 

(4) ソフトウェアが記録されている媒体（ＣＤ、ＤＶＤ等） 

(5) 札幌市水道局公印規程（昭和42年規程第５号）に定める公印 

２ 前項の規定にかかわらず、物品を管理する課の判断で、消耗品ではなく備品として管理すること

を妨げない。 

 （消耗品の保管） 

第82条 各課長は、会計規程第104条に定める消耗品受払簿を備え、消耗品について受払及び保管

状況を明らかにしなければならない。なお、次の各号に掲げる物品については、帳簿の記載を省略

することができる。 

 (1) 多量に保管又は反復して使用しないもの 

 (2) 出張先において購入し、ただちに消費するもの 

 (3) 式典、会合等の現場で消費するもの 

 (4) 新聞、雑誌その他登載内容の効力が短期間のもの 

 (5) その他前各号に準ずるもの 

２ 職員に消耗品を交付するときは、受領者から受領印を徴しなければならない。 

３ 消耗品受払簿は、毎月末に在庫確認を行い、当該月の使用数量を把握し、当該月の受入合計と月

末現在の現在高(在庫数)を記載し、速やかに各課長の確認を受けるものとする。ただし、使用数量

及び現在高については、可能な範囲で記載し、在庫確認が困難な品目については記載を省略するこ

とができる。 

第８章 補則 

（物品購入等の報告） 

第83条 総務課長は、必要があると認めるときは、各部の庶務担当課長に対し、当該部内における

物品購入等の状況について報告を求めることができる。 

 （適用除外） 

第84条 第39条、第40条、第41条第1項第1号、第42条から第44条まで、第45条第１号、第

48条、第52条及び第56条の規定は、特定調達契約に適用しない。 

 （物品購入等の実施細目） 

第85条 この編の実施について必要な事項は、総務課長が別に定める。 

 （物品契約等の様式等） 

第86条 物品に係る標準契約約款、契約、出納、管理、処分等の事務を処理するうえで必要な

様式等については、総務課長が別に定める。 

 



第３編 役務契約事務 

 第１章 契約事務の事前手続 

（仕様書等の作成） 

第 87 条 各課長は、業務を委託しようとするときは、必要に応じて次の各号に掲げる書類を作成し

なければならない。 

 (1) 仕様書(業務内容を具体的に記載したもの。必要に応じ図面等を添付すること。業務履行計画

書、業務日誌等の提出を求める場合は、その旨を明記すること。) 

 (2) 積算内訳書(当該業務の内容に応じ、歩掛表、参考見積等の積算根拠を明記すること。) 

 (3) 契約書案(業務の性質上、第 32 条に規定する契約書により難いと認める場合に、総務課契約

係と協議のうえ作成すること。) 

 (4)  第88条に定める、特定者から見積書を徴する場合の業者特定理由書 

 （事前協議） 

第 88 条 各課長は、特定者から見積書を徴取して契約を行う必要があると認めるときは、業者特定

理由書を作成し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものまで協議するもの

とする。ただし、総務部長が別に定めるものにあっては、事前協議を省略することができる。 

(1) 支出予定金額が30万円以上のもの     総務部長 

 (2) 支出予定金額が10万円以上30万円未満のもの 

（ただし、修繕業務については20万円以上30万円未満のもの）  総務課長 

（委託の決定及び施行伺の送付） 

第89条 各課長は、業務を委託しようとするときは、業務委託施行伺（以下「施行伺」という。）に

必要事項を記載し、所定の決裁を受け、当該施行伺(仕様書等の添付書類を含む。以下同じ。)を総

務課に送付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、予定価格が 10 万円未満の場合は、各課長が契約の締結をできるもの

とする。 

 第２章 契約の方法 

第１節 一般競争入札 

 （役務契約で一般競争入札による場合の予定価格の額） 

第90条 役務契約で予定価格が100万円を超える場合は、一般競争入札の方法によるものとする。

ただし、公企令第21条の13第１項第２号から第９号までの規定の一に該当する場合は、この限り

でない。 

（役務契約の入札参加資格） 

第91条 第４条（資格審査委員会）第４項により、資格審査委員会において、参加条件として定め

ることができる事項は、次のとおりとする。 

(1) 施行令第167条の５の２の規定に基づく事務所の所在地 

(2) 審査要領第７条の規定に基づく等級区分がある業種については、当該等級区分 

(3) 審査要領第８条第１項の規定に基づく取扱業種 

２ 資格審査委員会において、契約の履行確保から、必要に応じて次に掲げる書類の提出を参加条件

とすることができる。 

(1) 契約の履行に必要な許可、資格又は届出書の写し 

(2) 契約の履行に必要な設備機器を保有している又は使用できることを証する書類 

(3) 同様の業務における過去の実績を証する書類 

(4) その他管理者が認めたもの 

３ 前２項の参加条件にあっては、競争性、公平性及び透明性の確保に留意しつつ、市内事業者の受

注機会の確保に配慮しなければならない。この場合において、応札可能な市内事業者が 10 者以上

いることが認められるときは、第１項第１号の所在地を、市内事業者に限定して定めることができ



る。 

４ 資格審査委員会が特に必要があると認めるときは、前項の基準によらないことができる。 

  第２節 指名競争入札 

（役務契約で指名競争入札による場合の予定価格の額） 

第92条 第90条（役務契約で一般競争入札による場合の予定価格の額）に定める金額を超える場合

で、施行令第167条各号に該当する場合は指名競争入札の方法によることができる。ただし、公企

令第21条の13第１項第２号から第９号までの規定の一に該当する場合は、この限りでない。 

（役務契約の指名競争入札の参加者数） 

第 93 条 指名競争入札の参加者の数は、予定価格の額の区分に応じ、それぞれ次の各号に定めると

ころによる。 

 (1)              300万円未満  ３人以上 

(2)  300万円以上    1,000万円未満  ５人以上 

(3) 1,000万円以上    3,000万円未満  ７人以上 

(4) 3,000万円以上            10人以上 

２ 前項の規定にかかわらず、参加資格者の数が前項各号に規定する数に満たない場合は、その全員

を指名する。 

（役務契約の指名競争入札の参加者の選考） 

第94条 指名委員会が指名競争入札の参加者を選考する場合において、第91条（役務契約の入札参

加資格）に定める参加条件等に留意し判断するものとする。なお、審査要領第７条の規定に基づく

等級区分を設けている業種にあっては、別表６に掲げる等級に属する者の中から選考するものとす

る。 

２ 前項に規定する等級に属する者が少数である場合は、当該等級の直近上位又は下位の等級に属す

る者と合わせて選考することができる。 

３ 指名委員会は、前２項の規定によりがたいと認めるときは、全ての等級区分から参加者を選考す

ることができる。 

 （役務契約の指名競争入札の参加者の選考基準） 

第95条 指名競争入札の参加者を選考するときは、次の基準を考慮して行うものとする。 

(1) 役務の提供について官公庁の許可等を要する役務契約に係る場合には、当該許可等を受けて

いる者であること。 

(2) 継続的な役務で特に履行の確保のため履行の実績を附帯条件とすべき必要があると認められ

る役務契約に係る場合には、当該履行の実績を有する者であること。 

(3) 特殊な技術、設備等を要する役務契約に係る場合には、当該技術、設備等を有する者である

こと。 

(4) その履行に相当の人員、資材等を要する役務契約に係る場合には、その人員、資材等を保有

しているもの又は容易に保有できるものであること。 

(5) その他契約の性質又は目的により特に必要と認められる要件を満たす者であること。 

 （市内企業の受注機会の確保） 

第96条（削除） 

  第３節 随意契約 

 （役務契約の指名見積合せ） 

第97条 予定価格が100万円以下の場合は、指名見積合せの方法によることができる。この場合、

予定価格調書の作成を省略することができる。 

２ 指名見積合せは、次に定めるところにより行うものとする。 

(1) 指名見積合せは、参加資格者の中から原則として３人以上（対象となる参加資格者が３人に

満たないときは全員）を指名し、これらの者から見積書を徴取して契約の相手方を決定するもの



とする。 

(2) 指名見積合せの参加者の選考については、第94条及び第95条の規定を準用する。 

３ 調達の性質又は目的が価格以外の条件を必要とする企画競争による場合は、前2項の規定にかか

わらず、第18条及び第19条の規定に準じて見積参加者選考調書を作成し、第24条第3号ただし

書きの規定に基づき契約の相手方を決定するものとする。 

（役務契約で特定者を相手方とする随意契約） 

第98条 次のいずれかに該当する場合は、特定者から見積書を徴することができる。 

予定価格 内          容 

100万円超のとき 公企令第21条の13第１項第２号から第９号までの規定のいず

れかに該当する場合 

100万円以下のとき ア 予定価格が10万円未満の場合 

イ 緊急を要する場合 

ウ 役務の提供を行う者が１人に特定される場合 

エ 一定の政策目的を達成するため、公企令第21条の13第１項

第３号に掲げる障害者支援施設等、シルバー人材センター及び

母子寡婦団体が提供する役務契約を行う場合 

オ 一定の政策目的を達成するため、総務部長が別途通知する役

務契約を行う場合 

２ 前項の規定により特定者から見積書を徴する場合には、次に定めるところにより行う。 

(1) 見積の参加者の選考については、前条第２項第１号及び第３項の規定を準用する。 

(2) 緊急を要する場合にあっては、前号の規定にかかわらず、指名委員会及び見積参加者選考調

書の作成を省略することができる。 

(3) 見積の参加者への通知については、第20条（指名の通知）の規定に準じて行う。この場合に

おいて、文書により難い特別の理由があるときは、他の方法によることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、役務を提供する者及び料金等が法令等により定められている役務契約

その他特別の理由があると認められる役務契約については、見積書を徴しないことができる。 

（役務契約における予定価格調書の省略） 

第 99 条 前条第２項第２号及び第３項の場合においては、予定価格調書の作成を省略することがで

きる。 

第３章 契約の締結 

（役務契約の締結） 

第100条 予定価格が50万円未満のもので確実に履行される見込みのある契約（長期継続契約を除

く。）の締結については、第31条（契約の締結）にかかわらず、請書によることができる。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合には、請書の徴取を省略することができる。 

(1) 予定価格が10万円未満のもので履行期間が短く、かつ、確実に履行される見込みのあるとき。 

(2) 第98条（役務契約で特定者を相手方とする随意契約）第３項に規定する役務契約を締結する

とき。 

 （非常緊急の事情による役務の調達） 

第101条 非常緊急の事情による役務の調達は、第56条（非常緊急の事情による物品の購入等）の

規定を準用する。この場合において、同条第２項第1号中「緊急購入(修繕)の伺」とあるのを、「役

務の緊急調達伺」と読み替えるものとする。 

（役務契約の共同請負） 

第102条 契約規程第29条の規定に基づき共同請負により役務の提供が受けられる契約は、共同請

負でなければ安定的な役務の提供の確保に支障を及ぼすおそれがあるものとする。 



２ 前項の契約を締結しようとするときは、各課長は総務課長まで事前協議するものとし、総務課長

が共同請負に関し必要な事項を定めるものとする。 

 第４章 契約の履行 

（役務契約の監督等） 

第103条 役務の適正な履行を確保するため、必要に応じて監督を行うほか、契約の相手方に対して

役務履行計画書、業務着手届その他必要と認める文書の提出を求めるものとする。 

２ 前項の監督を行う職員（以下「業務担当者」という。）は、課長が所属職員 のうちから指名す

る。 

３ 業務担当者は、第１項の書類を受理したときは、契約書、仕様書その他の関係書類に基づき内容

を確認したうえで、遅滞なく課長等まで報告しなければならない。 

 （監督等） 

第 104 条 業務担当者は、業務の適正な履行を確保するため、必要に応じ、業務の履行に立ち会い、

指示等を行うものとする。 

 （役務契約の完了届等） 

第105条 役務が完了したときは、契約の相手方から完了届を徴する。契約書に定める役務実施月ご

との役務が完了したときも、同様とする。ただし、契約の性質又は目的により課長があらかじめ認

める場合には、完了届は口頭によることができる。 

２ 契約の履行状況を的確に把握するため必要があるときは、役務の実施報告書を徴する。この場合

において、日ごとに履行される役務について１月単位の実施報告書を徴するときその他これに準ず

るときは、当該実施報告書のほか、必要に応じ、日ごとの履行状況を確認するため、作業日誌等を

併せて徴するものとする。 

３ 前２項の規定により完了届等を受けたときは、その内容を審査のうえ、速やかに課長まで報告し

なければならない。 

 （役務契約の検査員等の指名） 

第106条 課長は、前条第３項に規定する完了届を受けたときは、別に定めがあるものを除き、その

所属職員のうちから原則として係長を検査員に指名し、速やかに履行検査を行わせるものとする。 

２ 前項に規定する検査員の指名においては、特別の必要がある場合を除き、第103条（役務契約の

監督等）第２項の監督を行う職員及び契約の締結に係る事務を担当した職員以外の職員を指名する

ものとする。 

３ 課長は、履行検査に立ち会わせるため、履行検査ごとにその所属職員のうちから立会人１人を指

名する。 

（役務契約の履行検査の実施） 

第107条 履行検査は、立会人及び契約の相手方の立会いのうえ、契約書、仕様書、実施報告書その

他関係書類に基づき、これを行わなければならない。この場合において、契約の相手方が立ち会わ

ないときは、契約の相手方が不在のまま履行検査を実施することができる。 

 （役務契約の不完全履行） 

第108条 検査員は、履行検査の結果、契約の相手方の責に帰すべき事由により契約の履行が不完全

な場合で、完全な履行が見込まれる場合は、速やかに契約の相手方に履行の催告を文書で行うとと

もに、課長に報告するものとする。なお、催告後、速やかに履行が完了しないおそれがある場合は、

契約の相手方からその理由と完了予定について文書により報告させなければならない。 

２ 前項により催告した履行が完了した場合は、再度第105条（役務契約の完了届等）以下に規定す

る手続を行うものとする。 

 （役務契約の遅延の処理） 

第109条 検査員は、履行検査の結果、契約の相手方の責に帰する事由により契約の履行が遅延した

ことを確認したときは、速やかに課長に報告しなければならない。 



２ 課長は、前項の報告を受けたときは、履行遅延報告書を作成し、当該報告書を総務課長に送付す

るものとする。 

３ 総務課長は、前項の報告を受けたときは、契約規程第 35 条に規定する違約金を徴する旨を、遅

滞なく納入通知書により当該契約の相手方に通知する。 

４ 契約の履行の遅延日数は、履行期限の日の翌日から履行検査に合格した日までの日数から履行検

査に要した日数を控除した日数とする。 

５ 課長は、第２項の規定により履行遅延報告書を総務課長に送付したときは、その写しを検査報告

書に添付しておくものとする。 

（役務契約の履行検査報告） 

第110条 検査員は、履行検査を終了したときは、速やかに役務履行検査報告書により課長に報告す

るものとする。 

第５章 補則 

 （役務契約における適用除外） 

第111条 第90条、第91条第1項第１号及び第３項、第92条から第93条、並びに第97条までの

規定は、特定調達契約については、適用しない。 

 （役務契約の実施細目） 

第112条 この編の実施について必要な事項は、総務課長が別に定める。 

 （役務契約の様式等） 

条113条 役務契約の事務を処理するうえで必要な様式等については、総務課長が別に定める。 

 



第４編 電子入札 

第１章 電子入札案件 

（電子入札案件の対象） 

第114条 この編において、対象とする電子入札案件は総務課が行う契約で、あらかじめ電子入札

を実施する旨を指定した案件とする。 

（電子入札案件の契約の方法） 

第115条 電子入札案件の契約方法は、次の各号に定めるところによる。 

 (1) 物品購入等及び不要物品の売払い契約 第40条（物品購入等で一般競争入札による場合の

予定価格の額）、第42条から第48条（（物品購入等で指名競争入札による場合の予定価格の額）、

(物品購入等の指名競争入札の参加者数)、(物品購入等の指名競争入札の参加者の選考)、(物

品購入等の指名競争入札の参加者の選考基準)、（物品購入等の公開見積合せの範囲）、（物品

購入等の指名見積合せの範囲）及び（物品購入等で特定者から見積書を徴する随意契約））、

第68条から第70条((不用物品の売払いに係る一般競争入札)、(不用物品の売払いに係る随意

契約)及び(特定者から見積書を徴する不用物品の売払い))の規定による。 

 (2) 役務契約 第90条（役務契約で一般競争入札による場合の予定価格の額）、第92条から第

95条（（役務契約で指名競争入札による場合の予定価格の額）、(役務契約の指名競争入札の参

加者数)、(役務契約の指名競争入札の参加者の選考)、(役務契約の指名競争入札の参加者の

選考基準)）、及び第97条（役務契約の指名見積合せ）、第98条（役務契約で特定者を相手方と

する随意契約）の規定による。 

第２章 電子入札の手続 

第１節 電子入札による一般競争入札 

（電子入札の一般競争入札における参加資格者） 

第116条 電子入札による一般競争入札に参加できる者は、参加資格者で、電子入札システムに登

録されたＩＣカードを所持する者のうち第41条（物品購入等における入札参加資格）又は第91

条（役務契約の入札参加資格者）に規定する参加条件を満たす者とする。 

（電子入札の一般競争入札における入札期間） 

第117条 電子入札の入札期間は２日以上（休日を除く。）設けるものとする。 

（電子入札の案件に対する質問等） 

第118条 電子入札案件に対する質問は、電子入札システムにより受付けるものとする。ただし、

特定調達契約その他管理者が特に認めた電子入札案件は、この限りでない。 

２ 前項の質問を受付ける期間は、２日以上（休日を除く。）設けるものとする。 

３ 前２項の質問に対する回答については、入札開始日前までに電子入札システムにより行うも

のとする。ただし、特例政令案件その他管理者が特に認めた電子入札案件は、この限りでない。 

（電子入札の一般競争入札における入札書の提出方法） 

第119条 入札書は、電子入札システムにより提出するものとする。 

（電子入札の一般競争入札における紙入札との併用） 

第120条 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、入札書提出期

限までに書面による入札書を受領することができる。 

 (1) 入札に参加しようとする者の電子機器の異常により、電子入札システムからの入札書の提

出が困難な場合で、紙入札を希望する旨の申出書の提出があったとき。 

 (2)  その他、電子入札システムからの入札書の提出が困難と認められる相当な理由があると

認められる場合で、紙入札を希望する旨の申出書の提出があったとき。 

 (3)  電子入札システムに障害があって、電子入札システムからの入札書の提出が困難なとき。 

２ 前条（電子入札の一般競争入札における入札書の提出方法）の規定にかかわらず、特定調達

契約を電子入札案件として手続する場合は、ＩＣカードを所持しない者で、紙入札を希望する



旨の申出書を提出した者から、入札書提出期限までに適正に提出された、書面による入札書を

受領するものとする。 

３ 書面による入札書は、封書としたうえ封印し封皮に入札者の氏名（法人の場合はその名称又

は商号）、調達件名及び開札の日時が記載されていると共に入札書在中と記されていなければ、

受領することができない。 

（電子入札の一般競争入札における開札） 

第121条 入札執行者は、入札告示に示した日時及び場所において、開札前に予定価格調書を開披

し電子入札システムを操作して入札書比較価格を登録したうえで開札を行うものとする。 

２ 前項の開札は、原則、公開とする。 

３ 入札執行者は、前項の公開にあたって予定価格の漏洩には十分注意しなければならない。 

４ 第12条（開札）第３項第１号に規定する開札にあっては、電子入札システムによる通知をも

って宣言したものとする。 

５ 第12条（開札）第３項第２号による審査順の決定方法は、電子入札システムにより行うもの

とする。 

６ 第12条（開札）第３項第３号又は第４号に規定する再度の入札を行う場合は、入札期日を当

該開札日の翌日以降としなければならない。 

７ 前項により開札日を決定したときは、当該入札者に通知するものとする。 

（電子入札の一般競争入札における紙入札と併用した開札） 

第122条 入札執行者は、紙入札と併用した電子入札案件を開札する場合は、あらかじめ第120条

（電子入札の一般競争入札における紙入札との併用）第３項で正当に受領した入札書を開封し

記載された金額及び３桁のくじ番号を電子入札システムに登録したのち、前条の規定に基づき

開札するものとする。 

２ 紙入札により入札に参加した者であって、くじ番号を入札書に記載しなかった者のくじ番号

は「000」を選択したものとみなす。 

３ 紙入札を行った者への前条第４項における通知は、書面等の適切な方法により行うものとす

る。 

（電子入札の一般競争入札における落札者の決定） 

第123条 入札執行者は、開札の結果、落札者を決定したときは、電子入札システムにより当該落

札者に通知するものとする。ただし、紙入札により参加した者については、別途通知するもの

とする。 

２ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、電子入札システムのくじ機能に

より落札者を決定する。 

第２節 電子入札による指名競争入札 

（電子入札の指名競争入札における紙入札との併用） 

第124条 指名競争入札にあっては、紙入札と併用することができる。ただし、ＩＣカードを所有

する者は、第120条（電子入札の一般競争入札における紙入札との併用）の場合を除き、電子入

札システムによらなければならない。 

（電子入札の指名競争入札における準用規定） 

第125条 第116条から第120条（（電子入札の一般競争入札における参加資格者）、（電子入札の一

般競争入札における入札期間）、（電子入札案件に対する質問等）、（電子入札の一般競争入札に

おける入札書の提出方法）及び（電子入札の一般競争入札における紙入札との併用））まで、第

121条（電子入札の一般競争入札における開札）第１項から第３項、第６項から第７項、第122

条（電子入札の一般競争入札における紙入札と併用した開札）及び第123条（電子入札の一般競

争入札における落札者の決定）の規定は、電子入札による指名競争入札の場合について準用す

る。 



第３節 電子入札による随意契約 

（電子入札の公開見積合せにおける参加の方法） 

第126条 公開見積合せには、第116条（電子入札の一般競争入札における参加資格者）に規定す

るＩＣカード又はＩＤ・パスワードを使用して参加するものとする。 

（電子入札による公開見積合せ） 

第127条 電子入札による公開見積合せの手続は、総務課長が別に定める。 

（電子入札による指名見積合せ） 

第128条 電子入札による指名見積合せの手続は、電子入札による指名競争入札の例による。 

（電子入札による特定随意契約） 

第129条 特定随意契約を行う場合は、電子入札システムを利用して見積書を徴することができる。

手続は、総務課長が別に定める。 

第４節 その他 

（電子入札の中止等） 

第130条 電子入札システムに障害が発生し、電子入札の中止等を行った場合は、一般競争入札に

あっては中止等の告示を行うとともに、適切な方法により公告するものとする。 

第３章 補則 

（その他） 

第131条 この編に定めのない事項は、第２編物品購入等契約事務及び第３編役務契約事務の規定

を適用する。 

（電子入札の様式等） 

第132条 電子入札システムで使用する様式等は、第86条（物品購入等の様式等）及び第113条（役

務契約の様式等）で総務課長が別に定める様式等とみなす。 

２ 紙入札との併用の場合における紙入札に係る様式等は、総務課長が別に定める。 

 

 

  附 則 

１ この要領は、平成25年２月１日から施行する。 

２ この要領は、この要領の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契

約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。 

３ 次に掲げる要領等は、廃止する。 

 (1) 札幌市水道局物件購入等契約事務取扱要領（平成11年３月29日総務部長決裁） 

 (2) 札幌市水道局業務委託契約事務取扱要領（平成11年３月26日総務部長決裁） 

 (3) 札幌市水道局物件購入等一般競争入札事務取扱要領（平成22年３月31日総務部長決裁） 

 (4) 札幌市水道局物件購入等電子入札実施要領（平成22年３月31日総務部長決裁） 

 (5) 札幌市水道局物件購入等被指名者選考基準（平成11年３月30日管理者決裁） 

 (6) 札幌市水道局業務委託被指名者選考基準（平成11年３月30日管理者決裁） 

 

  附 則 

１ この要領は、平成26年１月１日から施行する。 

２ この要領は、この要領の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契

約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。 

 

  附 則 

  この要領は、平成26年４月１日から施行する。 

 



  附 則 

１ この要領は、平成29年４月１日から施行する。 

２ この要領は、この要領の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契

約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。 

 

 附 則 

１ この要領は、平成30年５月25日から施行する。 

２ この要領は、この要領の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契

約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。 

 

 附 則 

１ この要領は、平成31年１月11日から施行する。 

２ この要領は、この要領の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契

約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。 

 

 附 則 

１ この要領は、令和３年３月１日から施行する。 

２ この要領は、この要領の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契

約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。 

 附 則 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行の日前において取得し、備品として管理している物品は、改正後の基準で消耗品

に該当する場合は、消耗品とすることができる。その場合は、この要領等に定める不用決定等の手

続きを省略できることとする。 

 

 附 則 

１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 


